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１ はじめに 

  光市消費生活センターは、平成２１年４月１日開設し、相談室の設置や相

談にあたる職員の資質向上への取り組みなど、様々な相談体制強化に努めて

いるところです。 

近年、センターに寄せられる消費生活相談の特徴としては、「アダルトサイ

トのワンクリック詐欺」「健康食品の送り付け商法」「インターネット通販」な

ど、所在が確認できない事業者とのトラブルが増加しています。相変わらず、

「新聞購読契約の解約」に関するトラブルも多く寄せられています。 

  相談件数は、平成２２年度は３８４件、２３年度は３３８件、２４年度は

３６９件、２５年度は３５４件と件数の増減はあるものの、内容の複雑・多

様化が目立ちます。 

こうした中、当センターでは、消費者自身が被害を防止し解決できるよう、

消費者トラブル予防の出前講座や市広報及びホームページ等で最新の情報を

提供しています。とりわけ、消費者トラブルは「高齢者」というイメージがあ

りますが、平成２５年度は、将来、社会の担い手となる高校生を対象に、消費

者意識を高め自立した賢い消費者になってもらうため、「高校生消費者教室」

を開催しました。 

引き続き、市民の皆さんが消費者トラブルに遭遇したり不安に思った時、「消

費生活センター」という相談窓口があることを思い浮かべてもらえるよう周知

に努めるとともに、消費者トラブルを抱えた市民が安心して相談できるよう、

頼りになる相談窓口を目指して更なる機能強化に努めます。 

 

平成２６年６月 

    

                        光市消費生活センター所長 
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２ 相談状況 
 （１）性別・年代別相談件数 

平成２５年度に、光市消費生活センターが受け付けた相談件数は３５４

件で、前年度（３６９件）に比べ１５件減少し、対前年度比９６％となり

ました。 
   相談者の性別・年代別件数は、多い順に男性、女性とも７０歳以上、 

６０歳代、５０歳代と４０歳代が同数、３０歳代、２０歳代、２０歳未満

の順となっています。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

性別・年代別 相談件数 

  平成 25 年度 

  男 女 団体 不明 計 

２０歳未満 1 1 0 0 2 

２０歳代 8 5 0 0 13 

３０歳代 11 22 0 0 33 

４０歳代 16 27 0 0 43 

５０歳代 16 27 0 0 43 

６０歳代 32 48 0 0 80 

７０歳以上 37 82 0 0 119 

その他・不明 0 1 20 0 21 

合   計 121 213 20 0 354 
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（２）性別・年代別契約当事者件数 
    契約当事者の性別・年代別件数においては、多い順に男性は７０歳以

上、６０歳代、５０歳代と４０歳代が同数、２０歳代、３０歳代、２０

歳未満の順となっています。女性は７０歳以上、６０歳代、３０歳代、

４０歳代、５０歳代、２０歳代、２０歳未満の順となっています。 
    契約当事者のうち、６０歳以上の割合が６０％となっており、半数以

上の方が高齢者となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

性別・年代別 契約当事者件数 

  平成 25 年度 

  男 女 団体 不明 計 

２０歳未満 5 1 0 0 6 

２０歳代 10 5 0 0 15 

３０歳代 9 21 0 0 30 

４０歳代 15 19 0 0 34 

５０歳代 15 15 0 0 30 

６０歳代 35 38 0 0 73 

７０歳以上 45 94 0 0 139 

その他・不明 7 10 4 6 27 

合   計 141 203 4 6 354 
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（３）相談の方法 
   相談の方法は、電話での相談件数が２６５件（７５％）、来訪での相談件

数が８９件（２５％）となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）販売方法別件数 

販売方法別では、訪問販売が９４件（２７％）、通信販売８１件（２３％）、

電話勧誘販売７７件（２２％）、店舗購入が７１件（２０％）、ネガティブ・

オプション２件（０．６％）の順となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※ ネガティブ・オプションとは、   

消費者が注文もしていないのに、  
業者が勝手に商品を送りつける 
商法をいいます。 

 

 

来  訪 89 

電  話 265 

文  書 0 

合  計 354 

販売方法別件数 

訪問販売 94 

通信販売 81 

電話勧誘販売 77 

店舗購入 71 

ネガティブ・オプション 2 

マルチ・マルチまがい 1 

その他無店舗 1 

不明・無関係 27 

合   計 354 
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３ 相談内容 
 （１）商品・役務別の主な内容（上位１０位） 

商品・役務別で見ると、「新聞購読契約」に関する相談が６１件で最も

多く、次いで「携帯電話・パソコンなどからの有料情報（アダルトサイ

ト）サービス」などの相談が３９件となっています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商品・役務別の主な内容キーワード（上位１０位） 

  商品・役務 件数 

1 書籍・印刷物(新聞） 61 

2 放送・コンテンツ等（アダルトサイト、出会い系サイト等） 39 

3 商品一般（勧誘の断り方、不審電話等） 33 

3 健康食品 33 

5 融資サービス（多重債務等） 18 

6 自動車工事・建築・加工 13 

6 預貯金・証券等（社債、私募債等） 13 

8 工事・建築・加工 11 

9 ファンド型投資商品 10 

10 インターネット通信サービス 9 
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（２）契約当事者年代別商品・役務件数（上位１０位） 
商品・役務の種類を契約当事者の年代別でみると、２０歳未満、２０

歳代、３０歳代、４０歳代では、携帯電話・パソコンでのトラブルや多

重債務等の相談、５０歳代、６０歳代、７０歳以上では、新聞購読トラ

ブルに関する相談が多くなっています。 
 

契約当事者年代別 商品・役務件数（上位１０位） 
順位 ２０歳未満 件数 ２０歳代 件数 ３０歳代 件数 ４０歳代 件数 ５０歳代 件数 ６０歳代 件数 ７０歳以上 件数その他・不明件数

1
放送・コンテンツ
等（アダルトサイ
ﾄ、出会い系サイ
ト）

4
放送・コンテンツ
等（アダルトサイ
ﾄ、出会い系サイ
ト）

4
放送・コンテンツ
等（アダルトサイ
ﾄ、出会い系サイ
ト）

5
放送・コンテンツ
等（アダルトサイ
ﾄ、出会い系サイ
ト）

11
融資サー
ビス（多重
債務等）

5
商品一般（勧
誘の断り方、
不審電話等）

8
書籍・印刷
物（新聞）

37
書籍・印刷
物（新聞）

6

2
電話機・電話
機用品 1 自動車 3

商品一般（勧
誘の断り方、
不審電話等）

3
商品一般（勧
誘の断り方、
不審電話等）

5
書籍・印刷
物（新聞） 4

書籍・印刷
物（新聞） 8 健康食品 26 健康食品 2

3 スポーツ用品 1
融資サー
ビス（多重
債務等）

2 学習教材 2
書籍・印刷
物（新聞） 4

放送・コンテンツ
等（アダルトサイ
ﾄ、出会い系サイ
ト）

4
放送・コンテンツ
等（アダルトサイ
ﾄ、出会い系サイ
ト）

8
商品一般（勧
誘の断り方、
不審電話等）

15
ファンド型
投資商品

2

4 教室・講座 2
書籍・印刷
物（新聞）

2
レンタル・
リース・貸
借

3
商品一般（勧
誘の断り方、
不審電話等）

2
インター
ネット通信
サービス

6
預貯金・証
券等（社債、
私募債等）

7
融資サー
ビス（多重
債務等）

1

5 婦人洋服 1
空調・冷暖
房設備 2 自動車 2 魚介類 2

預貯金・証
券等（社債、
私募債等）

5
ファンド型
投資商品

6 魚介類 1

6
他の身の
周り品

1
工事・建
築・加工

2
融資サー
ビス（多重
債務等）

2
他の教養・娯
楽サービス
（海外宝くじ）

2 自動車 4
工事・建
築・加工

5 乳卵類 1

7
住宅構成
材

1
融資サー
ビス（多重
債務等）

2 観覧・観賞 2 調理食品 1 健康食品 3
融資サー
ビス（多重
債務等）

4
食器・台所
用品

1

8
移動通信
サービス

1
インター
ネット通信
サービス

2 健康食品 1 健康食品 1
空調・冷暖
房設備

3
電報・固定
電話

3 化粧品 1

9 乳卵類 1
理美容器
具・用品

1
他の教養
娯楽品

1
工事・建
築・加工

2
移動通信
サービス 3

レンタル・
リース・貸
借

1

10 野菜・海藻 1
音響・映
像製品

1 自動車 1
ファンド型
投資商品

2
放送・コンテンツ
等（アダルトサイ
ﾄ、出会い系サイ
ト）

3
工事・建
築・加工

1

10 履物 1
空調・冷暖
房設備

1 屋外装備品 1
他の教養・娯
楽サービス
（海外宝くじ）

2
他の行政
サービス

3 生命保険 1

10
他の身の
周り品

1 修理・補修 1
レンタル・
リース・貸
借

1
他の保健・
福祉

2 損害保険 1

10
電話機・電話
機用品 1

工事・建
築・加工

1
役務その
他

2
郵便・貨物
運送サー
ビス

1

10 時計 1 修理・補修 1
電報・固定
電話

1

10 自動車 1
預貯金・証
券等（社債、
私募債等）

1
役務その
他

10 その他の保険 1
移動通信
サービス 1

10 教室・講座 1
他の行政
サービス

1

10 冠婚葬祭 1

10 役務その他 1

10 役務その他 1
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４ 啓発事業 
  身近な地域で起きている悪質商法の被害や、買え買え詐欺などの被害に遭

わないよう、悪質商法の手口や予防方法、被害にあった時の対処方法などを

多くの人に知ってもらうため、各種の啓発を行いました。 
  
（１）市広報 毎月１０日号に消費生活アドバイスを掲載 

 
【広報掲載一覧】 

掲載号 内     容 

４月１０日号 
健康食品の悪質な販売手口にご注意を！ 
消費者庁リコール情報サイト 

５月１０日号 
インターネットショッピングのトラブル 
子どもの家庭内事故にご注意を 

６月１０日号 海外宝くじのダイレクトメール 

７月１０日号 
手口がますます巧妙化！ 
「買え買え詐欺」にご注意を 

８月１０日号 スマートフォンによるアダルトサイトのトラブル 

９月１０日号 モバイルデータ通信サービス 

１０月１０日号 貴金属の買い取りサービスのトラブル 

１１月１０日号 
契約トラブルにならないために 
契約するときのチェックリスト 

１２月１０日号 クーリング･オフ制度 

１月１０日号 
暖房器具による事故に気を付けましょう 
リコール製品による事故を防ぎましょう 

２月１０日号 
子どものオンラインゲームトラブルにご注意を 
消費者トラブル予防出前講座 

３月１０日号 「プロ向けファンド」を販売する業者に注意！  

 
 
（２）市ホームページの消費者トラブル警戒情報の更新（随時） 

最新の消費者トラブル警戒情報を掲載し、注意喚起を行いました。 
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（３）消費者啓発出前講座「消費者トラブルの予防と解決方法について」 
いきいきサロン、老人クラブ、自治会等各種団体からの申し込みにより

開催する啓発事業で、平成２５年度は２５回開催し、６１６名の方が受講

されました。中には、将来社会の担い手となる高校生の消費者意識を高め、

自立した賢い消費者になってもらうため、高校生対象の消費者講座「高校

生消費者教室」も開催しました。 
 
 

【出前講座開催一覧】 
 開催日 団 体 名 開 催 場 所 参加人数

1 Ｈ25.4.22 亀山いきいきサロン 亀山自治会館 15

2 Ｈ25.5.7 にこにこクラブ（大町） 大町会館 25

3 Ｈ25.6.12 白砂会（室積新開） 東部憩いの家 24

4 Ｈ25.7.10 ふれあいサロン光と虹 光市虹ヶ丘自治会館 26

5 Ｈ25.7.24 にこにこサロン（神田） 神田クラブ 23

6 Ｈ25.8.20 石田ふれあい・いきいきサロン 石田自治会館 23

7 Ｈ25.8.23 鮎新ふれあい・いきいきサロン 鮎新自治会館 10

8 Ｈ25.8.28 南町ふれあいサロン 南町二・三丁目自治会館 14

9 Ｈ25.9.10 いきいきサロン「ひだまりの会」 周南東モラロジー集会所 8

10 Ｈ25.9.17 寿クラブ いきいきサロン束荷 束荷公民館 18

11 Ｈ25.9.19 新幸町「いきいきサロン」 新幸町自治会館 21

12 Ｈ25.10.7 コープやまぐち 光商工会議所 14

13 Ｈ25.11.9 川口老人クラブ 川口自治会館 19

14 Ｈ25.11.14 川口自治会館 三輪福祉会館 15

15 Ｈ25.11.18 牛島いきいきサロン 牛島公民館 6

16 Ｈ25.11.21 セブンサークル 西江ノ浦自治会館 13

17 Ｈ25.12.18 室積中央老人会 室積中央自治会館 26

18 Ｈ25.12.19 虹ヶ丘第３長寿会 虹ヶ丘自治会館ホール 13

19 Ｈ26.1.23 山王こうゆうクラブ 宝町連合自治会館 15

20 Ｈ26.1.28 まるやま火曜会 丸山町自治会館 12

21 Ｈ26.1.31 栄町ふれあいサロン 栄町・黒井自治センター 15

22 Ｈ26.2.6 虹ヶ丘あけぼの 虹ヶ丘自治センター 21

23 Ｈ26.2.14 楽筆月二回 丘観陵 10
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24 Ｈ26.2.18 聖光高校 聖光高校武道場 187

25 Ｈ26.3.28 室積老人クラブ連合会 室積公民館ホール 43

 合  計 616 名

 
（４）消費生活研修会 

７月２７日、地域づくり支援センターにおいて、山口県金融広報アドバ

イザー橋本委久子氏を講師に迎え、小学生を対象とした研修会「お買い物

ゲームで上手なお金の使い方を学ぼう」を開催し、市内の小学生３年生か

ら６年生２８名の参加がありました。 
 
 
（５）消費者月間啓発キャンペーン 

５月の消費者月間には、光市消費者の会会員とともに消費者トラブル予 
防のためのチラシをスーパーで配り啓発を行いました。また、市役所玄関 
ロビーにパネルを展示し、来庁者に対し消費者トラブル被害防止の啓発を行 
いました。 

 
 
（６）消費生活センターのポスター及び電話番号カードの掲示 
   消費生活センターの周知を図るため、市営バスに掲示しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（７）消費生活センターのマグネットシート、お断りシール及び契約書等収納

ケースの配布 
出前講座参加者や来庁者などに配布しました。 

 
〇電話番号カード 

光市消費生活センター

消費者トラブルに遭った時は、一人で悩まず、お早
めにご相談下さい。

消費者相談ダイヤル
こんごいい

０８３３－７２－５５１１
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〇マグネットシート 

 光市消費生活センター
消費者相談ダイヤル

こんごいい

電話（０８３３）７２－５５１１

受付時間：月曜～金曜 ８：３０～１７：１５

 

 
〇訪問販売お断りシール 

 
　　「訪問販売」お断り！

光市消費生活センター・光警察署

悪質な業者は通報します。
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５ 主な相談事例 
 
（１） 健康食品の訪問販売 
    訪問販売業者から、５日前に高額な健康食品を６箱買ってしまった。

１箱は開封している。他の人が同じ手口で騙されないよう情報提供する。 
 

【処理結果・アドバイス】 
    契約日が５日前なので、クーリング・オフができることを説明しまし

た。開封済みの箱については、「飲んでみるように」と言って、担当者自

身が開封したとのことだったので、これもクーリング・オフになること

を説明しました。クーリング・オフの書面作成を助言し、返金や商品の

返品方法については、センターから業者に確認をしました。 
 
 
（２） 外壁工事不良 
    突然来たリフォーム業者にしつこく勧誘され、外壁工事等の契約を交

わした。この契約金額は大変高いように思うし、契約書に追加金は一切

なしと記載されているが、追加請求を受けていることも不審。工事もず

さんで納得の仕上がりになっていないので、まだ代金は払っていない。

支払いをしつこく催促されている。減額はできないか。 
 

【処理結果・アドバイス】 
    契約書に記載不備があるので、クーリング・オフができることを伝え

ましたが、相談者は減額を望まれたので、業者に不適切な価格設定部分

の見直しをして、再度見積書を出すよう依頼しました。再見積書を示し

減額案を提示してきましたが、見積書は信用できず、再度金額について

話し合いをすることになりましたが、期日になっても業者からの連絡は

なく、クーリング・オフの通知を出しました。 
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（３） インターネット通販 
    ブランドストールを送料無料、格安で販売しているサイトで注文し、

代金を振り込んだが商品が届かない。再度サイトを確認したが既に閉鎖

されている。どうしたらよいか。 
 

【処理結果・アドバイス】 
    インターネット通販のトラブル例を情報提供し、振込み先の銀行に問

い合わせてみるように助言しました。 
 
 
（４） 新聞 
    独居の母が入院したため、新聞の配達をやめてくれるよう販売店に申

し出たが、３年先までの契約があると言われ、解約の違約金を２年分請

求されている。払う必要があるのか。 
 

【処理結果・アドバイス】 
    相談者は「入院」という理由で解約を申し出ているので、業界団体に

よる「新聞購読契約に関するガイドライン」を踏まえて解決をお願いし

たいと販売店に伝えました。結果、違約金なしで解約となりました。 
 
 
（５） インターネットの利用代金 
    入院中の弟宛に、弁護士から催告書が送付されてきた。内容は、携帯

電話の未払い利用代金のよう。弟は、債権者である携帯電話会社は利用

したことがないと言うので、架空請求として放置しておいても大丈夫か。 
 

【処理結果・アドバイス】 
    携帯電話の利用代金ではなく、公式サイトの利用料金の未払い金であ

る可能性が高いことを説明し、契約当事者本人が法律事務所に直接電話

をして詳細を確認するよう助言しました。 
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（６） 公共放送の受信料の解約 
    両親がそれぞれ病院に入院と施設に入所していて、実家は空き家状態

である。今後も両親が実家に戻ってくることはない。テレビを廃品回収

業者に引き取ってもらったが、公共放送の受信料を払わなければならな

いのか。 
 

【処理結果・アドバイス】 
    法律では、電波を受信できる機器があれば受信料を支払わなければな

りませんが、受信機器がなければ解約できます。ただし、テレビを適正

に処分されていないため、家電リサイクル券等の書面で、処分したこと

の証明ができません。受信料窓口の担当者に、自宅に受信機がないこと

を確認してもらうことができるか交渉してみてはどうか助言しました。 
 
 


